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第２章 女性の継続就業～全員参加型の社会を目指して 

日本の将来推計人口は、これからおよそ60年後の平成72（2060）年には、現在の

４分の３程度に減尐し、人口に占める生産年齢人口の割合も２分の１程度に低下す

る、急速な尐子高齢化社会を迎えることが見込まれている。将来にわたり安心して

暮らせる活力ある社会を実現するためには、持続可能な全員参加型社会を構築して

いくことが必要であり、女性の潜在力を引き出し、活躍を推進することは、企業や

社会の活力に繋がる鍵である。しかしながら、女性の年齢階級別就業率については、

いまだＭ字型カーブを描いており、その解消が重要な課題となっている。 

本章においては、女性の就業に影響を与える要因、仕事と家庭の両立支援の状況、

子の出生後や育児休業後のキャリア形成等について企業及び労働者に対する調査等

を用いて検証した結果、子どもを持つ前後での職業キャリアに対する考え方の変化

については、仕事のやりがい・評価、キャリアイメージの有無及び職場の両立支援

が影響を与えていることがわかった。今後、全員参加型の社会の構築を目指す上で

の女性の継続就業、活躍推進について考えていく。 

 

 

第１節 尐子化の進行と人口減尐社会の到来 

 （出生数～第２次ベビーブーム時に比べ、約半数近くまで減尐、合計特殊出生率

～過去最低の平成 17 年に比べ上回って推移しているものの依然として低い状況）  

 我が国の出生数は、昭和 46～49 年に第２次ベビーブームとなり、１年間に 200

万人を超える出生数であったが、昭和 50 年以降は毎年減尐し続け、平成４年以降は

増加と減尐を繰り返しながら、ゆるやかな減尐傾向を辿った後、平成 13 年からは５

年連続で減尐した。平成 18 年は６年ぶりに増加したが、平成 19 年以降、減尐、増

加を繰り返し、平成 22 年は 107 万 1,304 人、平成 23 年（概数）は、105 万 698 人

となり、第２次ベビーブーム時に比べ、約半数近くまで減尐している。 

 合計特殊出生率は、昭和 40 年代は、第２次ベビーブーム期を含めほぼ 2.1 台で推

移していたが、昭和 50年に 2.00を下回ってからは低下傾向が続き、平成 17年には、

1.26 まで低下した。平成 22 年は 1.39 で前年の 1.37 を 0.02 ポイント上回っている

ものの、平成 23 年（概数）は前年と同率の 1.39 で依然として低い状況が続いてい

る（図表２－１－１）。 
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図表２－１－１ 出生数及び合計特殊出生率の年次推移 

 

 

（将来推計人口～生産年齢人口は、現在の２分の１近くに急激に減尐） 

我が国の将来推計人口として一般的に利用されている中位推計（出生中位・死亡

中位）をみると、将来推計人口は、平成 22(2010)年国勢調査による 1 億 2,806 万人

から、平成 42(2030)年に 1 億 1,662 万人となり、平成 60(2048)年には 1 億人を割っ

て 9,913万人となり、平成 72(2060)年には 8,674万人になるものと推計されている。

平成 72(2060)年までの 50 年間で、人口は 4,132 万人（平成 22 年人口の 32.3％）の

減尐が見込まれている。 

 同推計期間に、年尐人口(0-14 歳人口)は、平成 22(2010)年の 1,684 万人から平成

72(2060)年の 791 万人へと 893 万人（平成 22（2010）年人口の 53.0％）の減尐、生

産年齢人口(15-64歳人口)は、8,173万人から 4,418万人へと 3,755万人（同 45.9％）

の減尐が見込まれている。これに対し老年人口(65 歳以上人口)は 2,948 万人から

3,464 万人へと 516 万人（同 17.5％）の増加が見込まれている。 

 総人口に占める割合についてみると、年尐人口は、平成 22(2010)年の 13.1％から

平成 72(2060)年の 9.1％へと 4.0 ポイントの低下、生産年齢人口は 63.8％から

50.9％へと 12.9 ポイントの低下が見込まれている。これに対し、老年人口は、23.0％

から 39.9％へと 16.9 ポイント上昇が見込まれている（図表２－１－２）。 
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資料出所：厚生労働省「人口動態統計」 



- 41 - 

 

図表２－１－２ 将来推計人口及び構成比の推移 

 
資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」（出生中位、死亡中位の場合） 

 

 

（未婚男女の希望するライフコース～女性の予定ライフコース、男性がパートナー

に望むライフコースともに「再就職コース」及び「両立コース」の割合が高い） 

国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（結婚と出産に関する

全国調査）独身者調査」（平成 22 年）によると、18～34 歳の未婚女性の理想とする

ライフコース（理想ライフコース）は、「再就職コース」（35.2％）の割合が最も高

く、次いで「両立コース」（30.6％）となっている。一方、実際になりそうだと考え

るライフコース（予定ライフコース）についても「再就職コース」（36.1％）の割合

が最も高く、次いで「両立コース」（24.7％）となっている。「専業主婦コース」に

ついては、理想ライフコースでは 19.7％だが、予定ライフコースでは 9.1％となっ

ており、結婚後も就業することを想定している者が多いことがわかる。 

また、未婚男性がパートナーとなる女性に望むコースでも、「再就職コース」

（39.1％）の割合が最も高く、次いで「両立コース」（32.7％）となっており、「専

業主婦コース」（10.9％）の割合は低く、男性の共働き思考が高いことがわかる（図

表２－１－３）。 
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図表２－１－３ 未婚男女の希望するライフコース 

 
資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（独身者調査）」（平成 22 年） 
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 再就職コース＝結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ 

 両立コース＝結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける 

 ＤＩＮＫＳコース＝結婚するが子どもは持たず、仕事を一生続ける 

 非婚就業コース＝結婚せず、仕事を一生続ける 
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第２節 女性の継続就業について 

１ 女性の就業率 

（就業率の推移～女性は低下後横ばい、男性は低下傾向） 

 就業率について、平成３年からの長期的な変化をみると、女性は平成４年（49.6％）

をピークに平成 15 年（45.9％）まで低下傾向が続き、その後 46.1％～46.6％の間

で推移し、横ばいとなっている。一方男性の就業率は平成 4 年（76.3％）をピーク

に低下が続き、平成 17 年（69.9％）から平成 19 年（70.3％）まで上昇に転じるも

のの、平成 20 年（69.8％）以降低下が続いている（図２－２－１）。 

 

図表２－２－１ 男女別就業率の推移 

 
資料出所：総務省統計局「労働力調査」 
注）平成 22 年及び 23 年の[ ]内の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 

 

 

（25～44 歳までの就業率の推移～女性は 20 年間で 5.6 ポイント上昇） 

 25～44 歳までの女性の就業率について、平成３年からの 20 年間について長期的

な変化をみると、平成３年（61.4％）、平成 13 年（62.0％）、平成 23 年（66.9％）

となっており、平成３年から平成 13 年までの前半 10 年は 0.6 ポイント上昇、平成

13 年から 23 年までの後半 10 年間では 4.9 ポイントの上昇と特に後半 10 年の上昇

幅が大きい。一方男性は、平成３年（96.0％）、平成13年（92.6％）、平成23年（91.3％）

となっており、平成３年から平成 13 年までの前半 10 年は 3.4 ポイント低下、平成

13年から平成 23年までの後半 10年間でも 1.3ポイント低下と低下傾向で推移して

きている。男女差は平成３年の 34.6 ポイントから年々減尐傾向にあるものの、平成

23 年において 24.4 ポイントの差が存在する（図２－２－２）。 
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図表２－２－２ 男女別 25～44 歳の就業率の推移 

 
資料出所：総務省統計局「労働力調査」 
注）平成 22 年及び 23 年の[ ]内の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 

 

 

（年齢階級別就業率の推移～Ｍ字型カーブのボトムの底は 12.3 ポイント上昇） 

 年齢階級別の就業率について、平成３年（20 年前）、平成 13 年（10 年前）及び平

成 23 年を比べると、女性は｢25～29 歳｣及び｢30～34 歳｣の就業率が大きく上昇して

いる。｢25～29 歳｣について、平成３年と平成 13 年の差は 5.1 ポイント、平成 13 年

と平成 23 年の差は 6.8 ポイントと、後半 10 年の上昇幅が大きい。また、｢30～34

歳｣についても、平成３年と平成 13 年の差は 3.5 ポイント、平成 13 年と平成 23 年

の差は 9.1 ポイントと、特に後半の 10 年の上昇幅が大きい。その結果、平成３年、

平成 13 年においては、Ｍ字型カーブの左側のピークは｢20～24 歳｣であったが、平

成 23 年には｢25～29 歳｣へ移っている。また、Ｍ字型カーブのボトムは、平成３年

（51.6％）、13 年（55.1％）は｢30～34 歳｣であったが、平成 23 年（63.9％）は｢35

～39 歳｣へ移っており、12.3 ポイント上昇している。このようにＭ字型カーブのボ
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就業率が低下している層についてみると、「15～24 歳」については近年の大学等

への進学率の高まり、また｢65 歳以上｣については高齢化の影響によるものと考えら

れる。 

一方男性は、女性のようなＭ字型の落ち込みはないものの、20 年前（平成３年）

と比べるとほぼすべての年齢階級で就業率が低下している（図表２－２－３）。 
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図表２－２－３ 年齢階級別就業率の変化 
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（ 男 性 ） 

 

資料出所：総務省統計局「労働力調査」 
注）平成 23 年の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 
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（年齢階級別就業率及び潜在的労働力率～女性の就業率と潜在的労働力率の差は大

きい） 

 年齢階級別に就業率についてみると、女性はＭ字型を描いている。また、就業率

と潜在的労働力率の差は大きく、最も格差がある「35～39 歳」では 15.0％、「30～

34 歳」でもその差は 14.8％と大きく、働く意欲はあるものの就業に結びついていな

い者が多く存在していることがうかがえる。一方、男性は、女性にみられるＭ字型

の落ち込みはみられず、就業率、潜在的労働力率ともに台形を描いており、就業率

と潜在的労働力率の差は多くの年齢階級で女性を下回っている（図表２－２－４）。 

 

図表２－２－４ 年齢階級別就業率及び潜在的労働力率 

 

 

資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 23 年）、「労働力調査（詳細集計）」（平成 23 年） 
注１）岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果 
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２ 第１子出産前後の継続就業 

（第１子出産前後の継続就業割合～依然として低い状況） 

 第１子出産前後の妻の就業経歴を見ると、妊娠前に就業していた妻の割合が 1980

年代後半の 61.4％から 2000 年代後半の 70.7％へと 9.3 ポイント上昇している。妊

娠前に就業していた妻の割合を 100 とした場合、出産後も継続就業する妻の割合は

1980 年代後半の 39.0％から 2000 年代後半の 38.0％に微減しており、第１子出産前

後の妻の継続就業は、依然として低い状況にある。なお、就業継続者の内訳をみる

と、育児休業制度を利用した割合が 1980 年代後半の 5.7％から 2000 年代後半の

17.1％と、この 20 年間で大きく上昇していることがわかる（図表２－２－５）。 

 

図表２－２－５ 第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業経歴 

 

 

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（平成 22 年） 

（注）初婚どうし夫婦について、第 12 回～第 14 回調査の当該児が 1 歳以上 15 歳未満の夫婦を合わせて集計 

出産前後の職業経歴：就業継続（育休利用）－第 1 子妊娠前就業～育児休業取得～第 1 子 1 歳時就業 

           就業継続（育休なし）－第 1 子妊娠前就業～育児休業取得なし～第 1 子 1 歳時就業 

           出産退職       －第 1 子妊娠前就業～第 1 子 1 歳時無職 

           妊娠前から無職       －第 1 子妊娠前無職～第 1 子 1 歳時無職 

 

 

 

5.7 8.1 11.2 
14.8 17.1 

18.3 16.3 13.0  
11.9 9.7 

37.4 37.7 39.3 
40.6 

43.9 

35.5 34.6 32.8 
28.5 24.1 

3.1 3.4 3.8 4.1 5.2 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1985～89年 1990～94年 1995～99年 2000～04年 2005～09年 

不詳 

妊娠前から無職 

出産退職 

就業継続（育休なし） 

就業継続（育休利用） 

出産前有職 

70.7（100）％ 

継続就業率 

24.0（39.0）％ 

出 産 前 有 職

61.4(100)％ 

継続就業率 

26.8（38.0）％ 



- 48 - 

 

（就業形態別にみた第１子出産前後の就業継続割合～非正規の継続就業割合は若干

上昇するも低い状況） 

 第１子出産前後の妻の就業経歴のうち、妊娠前に就業していた妻の割合を 100 と

した場合において、第１子出産前後に就業継続をした妻の割合を従業上の地位別に

みると、「正規の職員」は 1980 年代後半の 40.4％から 2000 年代後半の 52.9％へと

12.5 ポイント上昇している。「パート・派遣」は 1980 年代後半の 23.7％から 1990

年代後半の 15.2％へ 8.5 ポイント低下したものの、2000 年代後半には 18.0％へと

2.8 ポイント上昇している。「自営業主・家族従事者・内職」は 1980 年代後半の 72.7％

から 2000 年代後半の 73.9％へと推移しておりほとんど変わっていない。 

 うち、育児休業利用について見ると、「正規の職員」は、1980 年代後半の 13.0％

から 2000 年代後半の 43.1％へと 30.1 ポイント上昇している。「パート・派遣」は

1980 年代後半の 2.2％から 1990 年代には 0％台に落ち込んだものの、2000 年代後半

には、4.0％に増加しており、これは、2005 年の改正育児・介護休業法の施行によ

り、育児休業の対象となる労働者の範囲が期間雇用者に拡大されたことによるもの

とうかがえ、これにより、パート・派遣の就業継続割合が上昇したものと推察され

る。しかしながら、「パート・派遣」の育児休業利用は、「正規の職員」に比べ低い

割合にとどまっており、「パート・派遣」などの非正規労働者の育児休業取得促進は、

今後の課題である（図表２－２－６）。 
 

図表２－２－６ 就業形態別にみた出産前後の妻の就業継続割合及び 

育児休業を利用した就業継続割合 

 

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（平成 22 年） 

（注）初婚どうし夫婦について、第 12 回～第 14 回調査の当該児が 1 歳以上 15 歳未満の夫婦を合わせて集計 
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３ 就業継続の意欲 

（出産後も仕事を続けると考えていた場合、正規では 85.3％が出産後も同一就業を

継続） 

 調査対象となった男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を

継続的に観察している厚生労働省「21 世紀成年者縦断調査」により、夫婦のうち、

この８年間に出産し、出産前に仕事をしていた妻について出産後の就業継続意欲別

に出産後の就業継続の状況をみると、「出産した後も続ける」と回答したもののうち

77.4％が同一就業を継続し、「出産を機にやめる」と回答したもののうち 81.8％が

離職している。 

 就業形態別にみると、「正規」では、「出産した後も続ける」と回答したもののう

ち 85.6％が同一就業を継続し、「出産を機にやめる」と回答したもののうち 74.1％

が離職している。「非正規」では、「出産した後も続ける」と回答したもののうち

56.7％が同一就業を継続し、「出産を機にやめる」と回答したもののうち 90.7％が

離職しており、「非正規」では、出産を機にやめる者の割合が高い状況になっている。 

 正規・非正規ともに、出産前の就業継続の意欲が出産後の就業継続に影響してい

ることに変わりはないが、非正規では、正規に比べ、出産前には「出産した後も続

ける」としながらも、出産後に同一就業を継続したものの割合が低い水準となって

いることがわかる（図表２－２－７、図表２－２－８）。 

 

図表２－２－７ 出産後の就業継続意欲、就業形態別にみた出産した妻の 

就業継続の状況(1) 

 

資料出所：厚生労働省「第９回 21 世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）」（平成 22 年） 

 注：1)調査対象は、平成 14 年 10 月時点で 20～34 歳であった全国の男女（及びその配偶者）、第 9 回調査における対象者の年齢は、28～42 歳。 
 
2)集計対象は、①または②に該当し、かつ③④に該当するこの８年間に子どもが生まれた同居夫婦である。 
              
①第１回調査から第９回調査まで双方が回答した夫婦  
            
②第１回調査時に独身で第８回調査までの間に結婚し、結婚後第９回調査まで双方が回答した夫婦   

      
③第１回調査時に子どもなしの夫婦       

       

総数 (100.0)  100.0  43.5  2.1  50.9  3.6

　出産した後も続ける (39.3)  100.0  77.4  0.8  18.0  3.8

　出産を機にやめる (32.5)  100.0  12.7  3.6  81.8  1.8

　考えていない (22.8)  100.0  31.2  2.6  61.0  5.2

（再掲）正規 (100.0)  100.0  57.7  2.1  38.1  2.1

　出産した後も続ける (47.6)  100.0  85.6  1.1  12.2  1.1

　出産を機にやめる (28.6)  100.0  20.4  3.7  74.1  1.9

　考えていない (19.6)  100.0  45.9  2.7  45.9  5.4

（再掲）非正規 (100.0)  100.0  19.5  2.3  75.0  3.1

　出産した後も続ける (23.4)  100.0  56.7 -  36.7  6.7

　出産を機にやめる (42.2)  100.0  5.6  3.7  90.7 -

　考えていない (28.1)  100.0  13.9  2.8  80.6  2.8
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④出産前調査時に妻が仕事ありであった夫婦      
     
   3)出産後の就業継続意欲は、第１回調査から第４回調査までに出産した者は第１回調査時の、   
        
    第５回調査から第７回調査までに出産した者は第４回調査時の、     
      
    第８回調査から第９回調査までに出産した者は第７回調査時の状況である。    
       
    また、上記就業継続意欲の該当調査回に妻が仕事あり以外、及び妻の子どもをもつ意欲が絶対欲しくないの夫婦を除く。 
          
   4)「正規」「非正規」は、出産前調査時の状況である。      
     
   5)総数には、出産後の就業継続意欲不詳を含む。      
     
   6)８年間で２人以上出生ありの場合は、第１子について計上している。    
       

 

 

図表２－２－８ 出産後の就業継続意欲、就業形態別にみた出産した妻の 

就業継続の状況(2) 

 

資料出所：厚生労働省「第９回 21 世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）」（平成 22 年） 

 注：1)調査対象は、平成 14 年 10 月時点で 20～34 歳であった全国の男女（及びその配偶者）、第 9 回調査における対象者の年齢は、28～42 歳。 
 

2)集計対象は、①または②に該当し、かつ③④に該当するこの８年間に子どもが生まれた同居夫婦である。  
         
    ①第１回調査から第９回調査まで双方が回答した夫婦     
      
    ②第１回調査時に独身で第８回調査までの間に結婚し、結婚後第９回調査まで双方が回答した夫婦  
         
    ③第１回調査時に子どもなしの夫婦       
    
    ④出産前調査時に妻が仕事ありであった夫婦      
     
   3)出産後の就業継続意欲は、第１回調査から第４回調査までに出産した者は第１回調査時の、   
        
    第５回調査から第７回調査までに出産した者は第４回調査時の、     
      
    第８回調査から第９回調査までに出産した者は第７回調査時の状況である。    
       
    また、上記就業継続意欲の該当調査回に妻が仕事あり以外、及び妻の子どもをもつ意欲が絶対欲しくないの夫婦を除く。 
          
   4)「正規」「非正規」は、出産前調査時の状況である。      
           
   5)８年間で２人以上出生ありの場合は、第１子について計上している。    
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４ 末子妊娠時に退職した者の状況 

（末子妊娠・出産時の退職理由～女性（正社員）では、自発的理由の他、就業時間

の長さや両立支援制度が不十分であることの割合が高い） 

 厚生労働省委託『三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関す

る実態把握のための調査（労働者アンケート調査）」（平成 23 年度）』により、末子

の妊娠・出産を機に退職した者の退職理由をみると、「女性（正社員）」は、「家事・

育児に専念するため、自発的に辞めた」が 34.5％で最も高かった。一方、「就業時

間が長い、勤務時間が不規則」（26.1％）、「勤務先の両立支援制度が不十分だった」

（21.2％）と就業条件・環境を理由とした退職理由の割合も高く、また、「解雇され

た、もしくは退職勧奨された」が 13.9％となっている。 

 「女性（非正社員）」では、「家事・育児に専念するため、自発的に辞めた」が約

半数（48.1％）と特に割合が高く、次いで「体調不良などで両立が難しかった」が

19.0％となっている（図表２－２－９）。 

 

図表２－２－９ 末子妊娠時の就業形態別末子妊娠時の退職理由：複数回答 

 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

    （労働者アンケート調査）」（平成 23 年度） 
注：1)調査対象は、女性（20～40 代の、子ども（末子が小学校就学前）を持つ会社員）、男性（20～40 代の、子ども（末子が３歳未満）を持つ会社員） 

2)集計対象は、①から③の者 
①末子を妊娠中に退職した  
②末子の産前産後休業中、または産休復帰後まもない時期に退職した  

③末子の育児休業中、または育児休業復帰後まもない時期に退職した 
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   ５ 継続就業を困難にする要因 

（１週間の就業時間～子育て期の男性の約５人に１人が週 60 時間以上就業） 

 25～44歳の女性の１週間の就業時間をみると、週 35時間未満の就業の割合は、「25

～29歳」（26.5％）、「30～34歳」（34.8％）、「35～39歳」（43.5％）、「40～44歳」（46.8％）

と子育て期にある女性の約３割から半数が短時間の就業となっている。 

一方、25～44 歳の男性の１週間の就業時間についてみると、週 35 時間未満の就

業の割合は約１割程度である一方、週 60 時間以上就業している割合は、「25～29 歳」

（15.4％）、「30～34 歳」（17.6％）、「35～39 歳」（19.0％）、「40～44 歳」（18.6％）

と、子育て期にある男性の約５人に１人が長時間の就業であり、男女で働き方に大

きな差があることが確認できる（図表２－２－10）。 

 

図表２－２－10 １週間の就業時間

（女性 非農林業） 

 

 
資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 23 年） 
注）岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 
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（６歳未満の子を持つ夫婦と子どもの世帯の家事・育児・仕事時間～家事・育児へ

の夫の関わりは極めて低調） 

 ６歳未満の子を持つ夫婦と子どもの世帯の妻と夫の生活時間のうち、家事関連と

仕事等の時間の長さを共働き世帯と夫が有業で妻が無業の世帯でみたところ、共働

き世帯の妻の家事関連時間は５時間 37 分（うち育児時間２時間８分）、仕事等の時

間は４時間 19 分となっている。一方、夫の家事関連時間は 59 分（うち育児時間 30

分）、仕事等の時間は８時間 43 分となっている。 

また、夫が有業で妻が無業の世帯の妻の家事関連時間は８時間 40 分（うち育児時

間３時間 50 分）、仕事等の時間は２分となっている。一方、夫の家事関連時間は 59

分（うち育児時間 34 分）、仕事等の時間は８時間 42 分となっている。共働き世帯も

夫が有業で妻が無業の世帯も夫の家事関連時間が１時間に満たず、妻が家事関連時

間の多くを担っていることがわかる（図表２－２－11）。 

  

図表２－２－11 ６歳未満の子を持つ妻・夫の家事関連（うち育児）時間、仕事等時間

（週全体） 

 

 

資料出所：総務省統計局「社会生活基本調査」（平成 18 年）  

 

 

  

4:19うち育児 (2:08)

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

共働き世帯 妻

（時間）

0:59

8:43(0:30)夫

8:40

0:02(3:50)
夫が有業で

妻が無業の世帯 妻

0:59

8:42(0:34)夫

家事関連 仕事等

家事関連 5:37

□（家事関連のうち）育児



- 54 - 

 

さらに、家事関連時間について妻と夫の分担割合をみると、共働き世帯の家事時

間は、妻 85.1％、夫 14.9％、育児時間は、妻 81.0％、夫 19.0％となっている。ま

た、夫が有業で妻が無業の世帯の家事時間は、妻 89.8％、夫 10.2％、育児時間は、

妻 87.1％、夫 12.9％となっており、共働き世帯の夫の分担割合が夫が有業で妻が無

業の世帯の夫の分担割合よりは高いものの、両者とも妻の分担割合が８割を超えて

おり、夫の家事や育児への関わりが極めて低調であることがわかる（図表２－２－

12）。 

 

図表２－２－12 ６歳未満の子を持つ夫・妻の家事関連時間、うち育児時間 

（週全体）の負担割合 

 

 

資料出所：総務省統計局「社会生活基本調査」（平成 18 年）  

（注）分担割合＝100×（夫又は妻の時間）/（夫と妻の合計時間） 
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第３節 女性の再就職について 

１ 末子の妊娠・出産を機に退職した者の再就職の状況（再就職までの期間～「１

年以上～２年未満」の割合が最も高い） 

 末子の妊娠・出産を機に退職し、現在、再就職をしている小学校就学前の子がい

る女性に、再就職までの期間を尋ねたところ、末子妊娠時就業形態が「女性（正社

員）」、「女性（非正規社員）」ともに「１年以上～２年未満」が３割前後で最も高く、

次いで「半年以上～１年未満」が２割前後と比較的早期に再就職していることがわ

かる（図表２－３－１）。 

 

図表２－３－１ 末子妊娠時の就業形態別再就職までの期間 

 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

    （労働者アンケート調査）」（平成 23 年度） 

 

 

（再就職した理由～「自分自身の収入を持ちたかったから」の割合が高い） 

 末子の妊娠・出産を機に退職した者、もしくは末子の妊娠・出産時に働いていな

かった者の再就職の理由（初めて現在の会社に就職した者は、就職した理由）をみ

ると、「自分自身の収入を持ちたかったから」が末子妊娠時「女性（正社員）」（55.2％）、

「女性（非正社員）」（57.3％）、「女性（非就業）」（56.2％）、また、「子どもの教育

や養育にお金がかかるため」の割合が「女性（正社員）」（43.6％）、「女性（非正社

員）」（53.6％）、「女性（非就業）」（63.3％）と高い割合になっている。 

 末子妊娠時の就業形態別にみると、「女性（正社員）」では、「自分のキャリアを伸

ばすことで得られる喜びや満足感のため」が 15.2％と他と比較すると高い。「女性

（非就業）」では、「子どもや家族の世話の時間が減ってきたから」が 26.1％と他と

比較すると高い（図表２－３－２）。 
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図表２－３－２ 末子妊娠時の就業形態別現在の会社に再就職した理由：複数回答 

 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

    （労働者アンケート調査）」（平成 23 年度） 
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２ 再就職による非正規労働者の増加 

（就業状況の変化～子の出生後、「パート・アルバイト」として就業する者が多い） 

 子の出生後の母の就業状況の変化をみるため、21 世紀の初年に出生した子の実態

及び経年変化の状況を継続的に観察している「21 世紀出生児縦断調査」により、対

象児の母の就業状況の変化をみると、出産１年前に就業していた母の割合は、「常勤」

（32.6％）、「パート・アルバイト」（16.2％）、「自営業・家業、内職、その他」（5.7％）、

「家事（専業）、無職、学生」（44.9％）であるが、出産半年後の第１回調査では、

「常勤」（16.0％）、「パート・アルバイト」（3.6％）となり、出産１年前調査よりそ

れぞれ 16.6 ポイント、12.6 ポイント低下している。また、「家事（専業）、無職、

学生」は 74.0％と出産１年前調査より 29.1 ポイント上昇しており、多くの者が勤

めをやめ、家事等に従事する形に就業状況が変わったことがわかる。 

「常勤」の割合は、第１回調査（出産半年後）以降、第２回調査では 15.1％と一

旦低下するものの尐しずつ上昇し、第９回調査では 18.3％と 3.2 ポイント上昇して

いる。一方、「パート・アルバイト」の割合は、第１回調査（出産半年後）の 3.6％

から第９回調査では 36.8％と大幅に増えており、出産を機に離職した母が再就職す

る際、多くが「パート・アルバイト」に従事する就業形態をとっていることがうか

がえる（図表２－３－３）。 

 
図表２－３－３ 母の就業状況の変化 

 
資料出所：厚生労働省「第９回 21 世紀出生児縦断調査」（平成 22 年）  

注：1)第１回調査から第９回調査まですべて回答を得た者（総数 31,320）のうち、ずっと「母と同居」の者（総数 30,847）を集計。 

   2）第３回調査は母の就業状況を調査していない。 
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（現在の就業形態別末子妊娠時の就業状況～末子妊娠時に正社員以外であった女性

が、現在、正社員となっている割合は約１割） 

現在の本人の就業形態別に、末子妊娠時の本人の就業状況をみると、現在の就業

形態が「女性（正社員）」の者は、末子妊娠時に「正社員」だった割合が 89.7％と

約９割を占めている。一方、末子妊娠時に「正社員以外」であった者の現在の就業

形態が「正社員」である割合は 10.3％と約１割程度であり、「女性（正社員）」につ

いては、末子妊娠時の就業形態から変わらない者が多いことがわかる。また、「女性

（非正社員）」は末子妊娠時の就業形態が「非正社員」（50.0％）、「働いていなかっ

た」（32.6％）、「正社員」（12.5％）となっている。 

なお、「男性（正社員）」については、配偶者の末子妊娠時の就業形態が「正社員・

職員」が 99.1％であり、就業形態に変化がないことがわかる（図表２－３－４）。 

 

図表２－３－４ 現在の就業形態別末子妊娠時の就業形態 

 
 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

    （労働者アンケート調査）」（平成 23 年度） 

 注）現在の就業形態は、継続就業、再就職どちらも含む。 
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（25～44 歳の女性の雇用形態、年齢階級別構成比～ 35～39 歳、40～44 歳では非正

規の割合が正規の割合を上回る） 

 Ｍ字型カーブの谷に当たる 25 歳から 44 歳までの年齢階級にある女性について、

年齢階級別に雇用者数（役員を除く）を雇用形態（勤め先の呼称による）別の構成

比（役員を除く女性雇用者総数に占める割合）でみると、「25～29 歳」では、「正規

の職員・従業員」（63.0％）、「非正規の職員・従業員」（37.4％）と「正規の職員・

従業員」の割合が 25.6 ポイント高いものの、「35～39 歳」では「非正規の職員・従

業員」（51.5％）、「正規の職員・従業員」（48.5％）となり、「正規の職員・従業員」

の割合と「非正規の職員・従業員」の割合が逆転している。「40～44 歳」では「正

規の職員・従業員」（41.9％）、「非正規の職員・従業員」（58.1％）となり、「非正規

の職員・従業員」の割合が 16.2 ポイント高くなっており、年齢階級が上がるほど、

「正規の職員・従業員」の割合が低下し、「非正規の職員・従業員」の割合が上昇し

ていることがわかる。「非正規の職員・従業員」のうち、「パート・アルバイト」の

割合が一環して増えており、妊娠、出産等で退職した女性の再就職が正規ではなく、

非正規となっていることがうかがえる（図表２－３－５）。 

 

図表２－３－５ 25～44 歳の女性の雇用形態、年齢階級別構成比 

 

 

 

資料出所：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（平成 23 年） 

注）岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。 
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（有期契約労働者の現在の就業形態の選択理由～既婚女性は家庭の事情や他の活動

との両立しやすさの割合が高い） 

 有期契約労働者の女性が現在の就業形態を選択した理由をみると、既婚（子ども

あり）では、「家庭の事情（家事、育児、介護等）や他の活動（趣味、学習等）と両

立しやすいから」が最も多く 74.0％、次いで「自分の都合の良い時間に働けるから」

（62.6％）、「家計の補助、学費等を得たいから」（51.0％）となっている。 

既婚（子どもなし）では、「自分の都合の良い時間に働けるから」が最も多く 63.6％、

次いで「勤務時間や労働日数が短いから」（44.8％）、「家庭の事情（家事、育児、介

護等）や他の活動（趣味、学習等）と両立しやすいから」（40.0％）となっている。

「自分で自由に使えるお金を得たいから」（32.3％）、「就業調整（年収の調整や労働

時間の調整）したいから」（20.6％）となっており、未婚や既婚（子どもあり）と比

べて、既婚（子どもなし）の特徴としてあげられる。 

未婚では、「正社員として働ける会社がなかったから」が最も多く 46.7％なって

いる（図表２－３－６）。 
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図表２－３－６ 女性有期契約労働者の就業形態の選択理由：複数選択 

 
 
 
資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「期間雇用者が育児休業等を取得しやすい職場づくり      
     事業（労働者アンケート調査）」（平成 22 年度） 
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（子どものいる女性の応募・採用状況～正社員の中途採用があった企業のうち、子

どものいる女性の応募があり採用した企業は、約半数） 

 過去３年間に正社員について中途採用の募集を行ったかについてみると、「募集を

行った」企業は 77.7％となっている。業種別にみると、「医療・福祉」は 96.5％と

なっている一方、「金融業、保険業、不動産業、電気・ガス・熱供給・水道業」は

52.5％となっている（図表２－３－７）。 

 

図表２－３－７ 業種別 過去３年間の正社員の中途採用の募集状況 

 

 
資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

   （企業アンケート調査）」（平成 23 年度） 
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次に、募集を行った企業うち、子どものいる女性からの応募・採用状況をみると、

「応募があり採用した」（48.3％）、「応募はあったが採用にいたらなかった」（8.2％）、

「応募はなかった」（38.6％）であった。業種別にみると、「応募があり採用した」

とする企業割合は、「医療・福祉」で 95.6％と極めて高くなっており、次いで「飲

食業、宿泊業、教育・学習支援業、その他サービス業」（41.9％）、「卸売業、小売業」

（39.5％）で高いことが確認できる。特に「医療・福祉」では、「応募はあったが採

用にいたらなかった」の割合が 2.4％と、他と比べると低くなっていることがわか

る。（図表２－３－８）。 

 

図表２－３－８ 子どものいる女性の正社員中途採用への応募状況 

 

 
資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 

   （企業アンケート調査）」（平成 23 年度） 
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（中途採用者の採用基準に考慮される事項～一定期間の継続就業が見込めることや

フルタイムでの勤務が可能なことの割合が高い） 

 過去３年間に正社員の中途採用の募集を行った企業について、正社員の中途採用

者の採用基準として考慮される事項をみると、「一定期間の継続的な就業が見込める

こと」が 63.4％と最も高く、次いで「フルタイムでの勤務が可能なこと」が 58.4％

で続いている（図表２－３－９）。 

 

図表２－３－９ 中途採用者の採用基準に考慮される事項：複数回答 

 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 
   （企業アンケート調査）」（平成 23 年度） 
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就業が不規則になりがちでないこと 

無回答 
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（子どもがいる女性が再就職できる機会を増やすために必要な対応～「仕事と家庭

の両立しやすい環境が社会の中で整うこと」の割合が最も高い） 

 企業に、子どものいる女性が容易に再就職できる機会を増やすために、社会的に

どのような対応が必要かを尋ねたところ、「仕事と子育ての両立しやすい環境が社会

の中で整うこと」が 64.3％で最も割合が高く、次いで「仕事と子育ての両立に限ら

ず、ワーク・ライフ・バランスが可能な環境た整うこと」（38.8％）、「子どもを持っ

た女性の雇用に積極的な企業に対する助成制度」（33.4％）となっている（図表２－

３－10）。 

 

図表２－３－10 子どもがいる女性が再就職できる機会を増やすために 

必要な対応：複数回答 

 

資料出所：厚生労働省委託 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「育児休業制度等に関する実態把握のための調査 
   （企業アンケート調査）」（平成 23 年度） 
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特にない､わからない 
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